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令和８年度東京都立高等学校等 給付型奨学金制度のご案内 
 

令和８年度東京都立高等学校等給付型奨学金制度につきまして、手続きのご案内をいたします。 

給付型奨学金制度は模擬試験等受験料や検定試験費用、学校行事参加費などであらかじめ学校が

設定する支給対象経費について、支給限度額の範囲内で保護者の代わりに東京都がそれらの経費を

負担する制度です。 

給付型奨学金申請の有無に関わらず、全員必ず、所定の手続きが必要となります。 

詳細は別紙の案内をご確認のうえ、下記のとおり申請手続をお願いいたします。 

 

 ※ 給付型奨学金の申請を希望される方は、令和 8 年 5 月７日（木）にご案内している「オンライン

申請受付システム利用開始情報通知書」（黄色の紙）にて、オンライン申請システムの初回ログイ

ンＩＤ登録を行った後に、ご申請ください。 

※ 本制度は、令和 8 年５月７日にご案内している「就学支援金制度」(授業料補助)とは異なります。 

※ 令和８年度の給付型奨学金の認定にあたっては、令和７年度の課税情報（令和 6 年 1 月 1 日から

令和 6 年 12 月 31 日までの収入状況）を基に判定を行います。 

 

 

記 

 

1 対象世帯 （以下の表をご確認ください。） 

支給対象世帯 世帯年収目安 支給限度額 

 

生活保護受給世帯 又は 

都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が 

非課税の世帯 

 

 

約 270万円未満 

       

 

50,000円 

 

都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額を

合算した額が 182,500円未満の世帯 

 

 

約 270万円～ 

約 490万円未満 

 

 

30,000円 

※記載の年収はあくまでも目安となります。 

 



オンライン申請システム QR コード 

2 申請手続 （① または ② の手続きを、 全員必ず 行ってください。） 

申請期限 ： 令和８年５月 26日 (火) 午後５時まで  厳守 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 書類提出（申請希望者のみ） 

 ・ マイナンバー収集台紙の提出 （令和８年５月２６日（火）午後５時までに、ご提出ください。） 

 

 

 

 

※ マイナンバーカードを所持していない方は、マイナンバー付住民票をご提出ください。 

※「扶養誓約書」については、「令和８年度給付型奨学金 必要書類フローチャート」をご確認

の上、該当する場合はご提出ください。 

 ４ 生徒一人１台端末購入支援金申請のご確認（申請希望者のみ） 

入学手続時にご案内している生徒一人１台端末の「端末購入支援金」について、給付型奨学金が

認定になると、端末購入にかかる保護者負担が０円になります。同封の「生徒一人１台端末『給付

型奨学金』補助申請について」を必ずご確認ください。 

 

封入 

① 申請の手続きを行う方 

（1）申請手続 

・ 「オンライン申請システム」での申請 

 

 

 

 

 

 

※本校ホームページから、申請マニュアルを 

ご参照ください。 

② 不申請の手続きを行う方 

（1）不申請手続 

・ 「LoGo フォーム」での申請 

 

 

 

 

 

ＬoＧo フォーム QR コード 

※マイナンバー収集台紙等の提出は不要です。 

【問合せ先】 

東京都立光丘高等学校 経営企画室 小吹 

電話  03－3977－1501（平日 8:30～17:00） 

 

作成した 

マイナンバー収集台紙 
青封筒に封入 

経営企画室窓口に提出

（生徒でも可） 

 

提出 


